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各
種
相
談
ほ
か

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕 

11
月
26
日
（
金
）

　
　
　 

12
月
８
日
（
水
）

両
日
と
も
午
前
10
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
30
分

　
18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
も
出
来
ま
す
。
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で
直
接

お
話
し
を
聞
く
以
外
に
、
電
話

相
談
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
誰

に
話
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
こ

に
相
談
し
た
ら
い
い
の
か
、
心

配
ご
と
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る

【
健
康
相
談
】

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相
談
」

を
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７ 

【
人
権
身
の
上
・

　
 
 
    

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
11
月
11
日
（
木
）

　
　
　 

12
月
９
日
（
木
）

　
両
日
と
も
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
11
月
27
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

＊
い
ず
れ
も
会
場
は
、
福
祉
会

館
会
議
室

方
、
ま
ず
は
一
度
、
お
電
話
く

だ
さ
い
。

＊
な
お
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
常
時
、
相
談
員

に
よ
る
相
談
も
行
っ
て
い
ま

す
。
一
人
で
不
安
や
悩
み
を
抱

え
込
ま
ず
、
お
気
軽
に
お
話
し

に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

　
高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

　
新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
。
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。
「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が
よ

り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た
め

に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
、
電
話
・
面
接
・
家

庭
訪
問
に
て
お
受
け
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
前
日
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

各 

種 

相 

談

高
次
脳
機
能

障
害
相
談
窓
口

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７

　「
世
界
人
権
宣
言
」
は
、
基

本
的
人
権
お
よ
び
自
由
を
尊
重

し
確
保
す
る
た
め
に
、
世
界
の

す
べ
て
の
人
々
と
す
べ
て
の

国
々
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の

基
準
と
し
て
、
国
際
連
合
に
お

い
て
採
択
さ
れ
、そ
の
日
を「
人

権
デ
ー
」
と
定
め
、
ま
た
「
人

権
デ
ー
」
を
最
終
日
と
す
る
一

週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め

て
い
ま
す
。

　
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
困
り

ご
と
や
、
い
じ
め
、
体
罰
な
ど

人
権
に
関
す
る
こ
と
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
人
権
擁
護
委
員
が

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
定
例
相
談
日
は
、
毎
月
第
２

木
曜
日
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま

で
福
祉
会
館
で
行
っ
て
い
ま

す
。

◎
町
の
人
権
擁
護
委
員

　原
島

　貞
夫

　（
丹
三
郎
）

　小
峰

　京
子

　（
南
氷
川
）

【
夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
】

　
こ
の
人
権
週
間
に
あ
た
り
、

夜
間
に
電
話
に
よ
る
人
権
（
法

律
）
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
人

権
侵
害
や
、
日
常
生
活
の
法
律

問
題
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
電

話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

〔
受
付
日
時
〕
12
月
６
日
（
月
）・

午
後
６
時
～
８
時

〔
電
話
番
号
〕

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
７

＊
相
談
時
間
は
１
人
10
分
程
度

で
費
用
は
無
料
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
人

権
プ
ラ
ザ

☎
０
３
（
６
７
２
２
）
０
１
２
４

税
理
士
に
よ
る

相
続
税
等
無
料
相
談
会

　
税
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士

が
、
秘
密
厳
守
で
個
別
に
相
続

税
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

〔
日
時
〕
12
月
16
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室

〔
定
員
〕
６
人
（
予
約
先
着
順
）・

１
人
30
分

＊
電
話
で
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

第
73
回
人
権
週
間

12
月
４
日
（
土
）
～
10
日
（
金
）
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